
建設汚泥の定義資料２－６

建設廃棄物処理指針による建設汚泥の定義

地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微
細な泥状のものは、無機性汚泥（以下「建設汚泥」という。）として取り扱う。また、粒子が直径７４ミクロ
ンを超える粒子をおおむね９５％以上含む掘削物にあっては、容易に水分を除去できるので、ずり分
離等を行って泥状の状態でなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上支障
のないものは土砂として扱うことができる。

泥状の状態とは、標準ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、
この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/㎡以下又は一軸圧縮強度
がおおむね50kN/㎡以下である。

しかし、掘削物を標準ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっても、
運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要が
ある。なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。

この土砂か汚泥かの判断は、掘削工事に伴って排出される時点で行うものとする。掘削工事から排
出されるとは、水を利用し、地山を掘削する工法においては、発生した掘削物を元の土砂と水に分離
する工程までを、掘削工事としてとらえ、この一体となるシステムから排出される時点で判断することと
なる。

参考として、次に代表的掘削工法について例示する。

（以下、泥水ｼｰﾙﾄﾞ･ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ工法等、泥土圧ｼｰﾙﾄﾞ工法、ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法等、SMW工法等の
４工法の「一体の施工ｼｽﾃﾑ」の例示は省略）

「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」（平成１３年６月１日、環廃産第２７６号）、別添、建設廃棄物処理指針より


